
（現行の経営体制・手法を継続する理由） （今後の経営改革の方向性等）

　現行の体制で，比較的健全な水道事業運営が遂行されているため。

水道事業における，経営戦略を策定し現状や課題を的確に把握することに
より，健全化の目標設定を図り，未来世代に過度な負担を強いることがない
様「企業債」への依存度を減らし，後年度における大規模な施設更新に備
え，内部留保資金の確保を軸に運営を図っていく。
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現行の経営体制・手法を継続する理由、今後の方向性



（取組の概要） （全部と一部の別） （実施（予定）時期）

（取組の概要） （検討状況・課題）

月 日

検討中

年

○ 　
29 3 31

平成実施済 ○
 国（厚生労働省）の指導に基づいて，平成
２１年度に「簡易水道事業統合計画書」を
策定し，平成28年度末を期限に 簡易水道
の廃止に伴う現在の １上水道と ８簡易水
道及び 1小規模水道との統合を実施し「大
子上水道」に1本化を図る。

全部廃止 一部廃止

実施予定

取組事項 事業廃止
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（現行の経営体制・手法を継続する理由） （今後の経営改革の方向性等）

　人員に余裕がなく、通常業務以外の実施が困難であることに加え、必要な知見やノウハウの不足
により、抜本的改革の実施の検討ができていないため。
　また，現行の体制で比較的健全な運営が行えているため。

　事業の持続可能性を高めるため、ＰＦＩ事業等民間委託を検討する必要性
はあると考える。
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現行の経営体制・手法を継続する理由、今後の方向性


